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弁護士懲戒制度の運用状況  

2002 年 5月 14日 

日本弁護士連合会 

                                                             

第１ 弁護士会の懲戒制度 

１ 綱紀委員会 

構  成 弁護士委員（７～８０人、法７０条３項）と外部参与員（３～６人） 

  調査内容 懲戒事由の有無（法５８条２項） 

  調査請求 １９９９年 ７１９件 

       ２０００年 １０３０件 

       ２００１年 ８８４件 

  調査期間 ２００１年平均２４９日  

  議  決 懲戒手続に付すること（懲戒すること）の相当性（法５８条３項） 

 

２ 懲戒委員会 

  構  成 弁護士委員（４～８人）と外部委員（裁判官１～２人、検察官１～２人、

学識経験者１～３人）及び予備委員若干人（法６９条・５２条３項、

６６条４項） 

  審査内容 懲戒事由の有無と懲戒処分の内容（法６５条２項、５６条２項、５７条） 

  審査請求 １９９９年 ９１件 

       ２０００年 ８６件 

       ２００１年 ９３件 

  審査期間 ２００１年平均３０３日（綱紀平均２８２日、合計平均５９６日） 

  懲戒種類 戒告、業務停止（２年以内）、退会命令、除名（法５７条） 

  懲戒処分の効力発生時期 告知時説 

（行政処分＝処分告知によって直ちに効力が生じる） 

  業務停止の執行 「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護

士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」（別紙）   

  懲戒処分の公告 会則９７条の３ 

  懲戒処分の公表 会則９７条の４、「懲戒処分等の公表に関する運用基準」（別紙） 

          懲戒委員会請求時における公表（１４年２月２８日総会決議） 
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第２ 日本弁護士連合会の懲戒制度 

１ 綱紀委員会 

  会則上の機関 （会則７６条） 

  構  成 弁護士委員と外部委員（弁護士２７人と裁判官・検察官・学識経験者各１） 

  目  的 会員の綱紀保持粛正 

       日弁連みずから懲戒（法６０条）する場合の調査（会則７７条） 

 

２ 懲戒委員会 

  構  成 弁護士委員８名と外部委員（裁判官２名、検察官２名、学識経験者３名）

及び予備委員若干人（法６９条・５２条３項、６６条４項） 

  審査内容 懲戒事由の有無と懲戒処分の内容（法６５条２項、５６条２項、５７条） 

       法５９条の審査請求についての審査 

       法６０条の日弁連独自懲戒 

       法６１条の懲戒請求人の異議申出についての審査 

       効力停止申立の却下及び効力停止決定の取消についての意見申述（懲戒手

続規程３９条） 

  申立･議決 １９９９年 審査請求１３件、異議申出２５２件、却下・棄却等２３６件 

       ２０００年 審査請求１５件、異議申出３０５件、却下・棄却等２６１件  

       ２００１年 審査請求１５件、異議申出５３１件、却下・棄却等５００件 

  議決内容 自判、差戻等 

 

 














